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１ 令和２年４⽉１⽇（中⼩企業については令和３年

４⽉１⽇）から、パートタイム・有期雇⽤労働法が

施⾏されます。政府による働き⽅改⾰の⼀環であ

り、この法律の施⾏により、いわゆる「同⼀労働同

⼀賃⾦」が実現されることになります。 

  新たに施⾏されるパートタイム・有期雇⽤労働法

のポイントは、 

 ①正社員と⾮正規社員とで不合理な待遇（賃⾦）差

を設けることが禁⽌されること（８条） 

 ②正社員と⾮正規社員の間に待遇（賃⾦）差を設け

る場合には、会社は労働者の求めに応じて待遇

（賃⾦）の相違の内容および理由を説明しなけれ

ばならないこと（１４条２項） 

 の２点です。以下、簡単に説明します。 

 

２ 不合理な待遇差の禁⽌（８条）について 

 ⑴ これまでは、各会社において、正社員と⾮正規

社員を区分し、両者が全く同⼀の職務に従事して

いる場合であっても、賃⾦などの待遇⾯において

格差を設けるということが⾏われてきました。し

かし、これからは、⾮正規社員が正社員と全く同

じ職務に従事している場合には両者の待遇（賃

⾦）は同⼀のものにしなければならなくなります

（「均等待遇」といいます）。 

 ⑵ 正社員と⾮正規社員の間で職務内容が異なる場

合には、これからも両者の間で待遇（賃⾦）差を

設けること⾃体はできます。しかし、その待遇 
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 （賃⾦）差は職務の違いに応じた均衡のとれたもの

にしなければなりません（「均衡待遇」といいま

す）。均衡がとれているかどうかは賃⾦、賞与、各

種⼿当等のそれぞれの待遇（賃⾦）ごとに判断され

ます（総⽀給額の差で判断されるわけではありませ

ん）ので、結果として、例えば基本給について賃⾦

差を設けることは認められるものの、通勤⼿当につ

いて、⽀給の差で区別を設けることは認められない

といったことも起こり得えます。 

 

３ 説明義務（１４条２項）について 

  正社員と⾮正規社員の間で待遇（賃⾦）差を設け

る場合、労働者から求めがあれば、各会社は待遇

（賃⾦）の相違の理由を説明しなければならなくな

ります。この説明をしない場合、待遇（賃⾦）差が

均衡のとれていない不合理なものと判断される可能

性が⾼くなってしまいますので、注意が必要です。 

 

４ おわりに 

  以上述べた「同⼀労働同⼀賃⾦」の実現は会社実

務に⼤きなインパクトを与えると予想されていま

す。⼩⼿先の対応では後々⾜元をすくわれる可能性

がありますので、各会社においては、就業規則、賃

⾦体系等の⾒直しを含めた抜本的な待遇改善に取り

組まれることをお勧めします。 
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